
 

 

飯能市林業事業者等原油価格高騰事業継続支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、原油価格の高騰による燃料費の増大の影響を受けている

市内の林業事業者、木材産業事業者等の事業継続を支援するため、予算の範

囲内で支援金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の支援金の交付に関しては、飯能市補助金等の交付手続等に関する規

則（平成１８年規則第２号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

（交付対象事業者） 

第２条 支援金の交付の対象となる事業者（以下「交付対象事業者」という。） 

は、市内に事業所を有する日本標準産業分類（平成２５年総務省告示４０５ 

号）に規定する林業又は木材・木製品製造業を営む者で、令和３年１２月以 

前から事業を継続しているものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象 

事業者としない。 

 ⑴ 市税等に未納がある者 

 ⑵ 次条に規定する対象経費について他の公的制度に基づく助成、補助等を

受けている者 

（対象経費） 

第３条 支援の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、交付対象事

業者が事業を実施するために要した令和４年１月から同年３月までの間の燃

料（ガソリン、灯油、軽油及び重油をいう。以下同じ。）の購入に係る費用

とする。 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、対象経費に係る燃料の購入量１リットルにつき２０円

を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額）とし、１０万円を限度とする。 

 （申請書の様式） 

第５条 規則第５条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 



 

 

 （交付決定通知の様式） 

第６条 規則第８条第１項の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりと

する。 

（支援金の返還） 

第７条 市長は、支援金の申請をした者が偽りその他不正な手段により支援金

の交付の決定又は交付を受けたものと認めたときは、支援金の交付の決定を

取り消すとともに、既に交付した支援金を返還させることができる。 

（その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和４年１２月２８日限り、その効力を失う。ただし、同日

までに行われた第５条に規定する申請に係る事案については、同日後もなお

その効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号(第５条関係) 

年    月    日 

 

 （宛先）飯能市長   

 

所 在 地 

事業者名 

代表者名 

電話番号 

 

飯能市林業事業者等原油価格高騰事業継続支援金交付申請書兼請求書 

 

 飯能市林業事業者等原油価格高騰事業継続支援金の交付を受けたいので、飯能市補

助金等の交付手続等に関する規則第５条の規定により、下記のとおり関係書類を添え

て申請します。 

 

記 

 

 １ 支援金交付申請額   金            円 

 ２ 添付書類 

  ⑴ 市税等に未納がないことが確認できる書類 

  ⑵ 燃料購入報告書記載の燃料購入量を証する領収書の写し、帳簿の写し等（別 

紙） 

  ⑶ その他市長が必要と認める書類 

 ３ 確認事項（以下の全てを満たしていないと支援金が受けられません。） 

  □ 市税等を滞納していない。 

  □ 対象経費について、他の公的制度に基づく助成、補助等を受けていない。 

  □ 支援金の返還命令があったときは、支援金の返還に応じる。 

 

 



 

 

４ 燃料購入量 

購入燃料 令和４年１月分 令和４年２月分 令和４年３月分 

ガソリン ㍑ ㍑ ㍑ 

灯油 ㍑ ㍑ ㍑ 

軽油 ㍑ ㍑ ㍑ 

重油 ㍑ ㍑ ㍑ 

合 計 ①      ㍑ ②      ㍑ ③      ㍑ 

 

５ 交付申請額 

（①＋②＋③）×２０円＝④（交付申請額） 

ただし、④の上限額は１０万円とする。 

              円 

（※１，０００円未満切捨て） 

 

 ６ 振込先 

金融機関名 

□銀  行 

□信用金庫 

□農  協 

□本 店 

□支 店 

□出張所 

□支 所 

預金種別 
□普通 口座

番号 
       

□当座 

フリガナ  

口座名義人  

※ 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳等の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 

 

 

◆燃料購入量が分かる領収書の写し、帳簿の写し等を貼ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆燃料購入量が分かる領収書の写し、帳簿の写し等を貼ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆燃料購入量が分かる領収書の写し、帳簿の写し等を貼ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月分 

 

令和４年１月分 

 

令和４年３月分 



 

 

様式第２号(第６条関係) 

 

年    月    日 

 

        様 

 

飯能市長 

 

 

飯能市林業事業者等原油価格高騰事業継続支援金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった飯能市林業事業者等原油価格

高騰事業継続支援金の交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

 支援金交付決定額   金                円 

 

 

 


